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１ ごあいさつ 

 

 今月、事務所便り第 99 号を発行させていただきます。 

 

 誠に勝手ではございますが、丙事務所のお盆休みを下 

記の通りとさせていただきます。 

【お盆休業期間】 

 令和 3年 8 月 13日（金）~16 日（月） 

【お盆休業期間中のお問い合わせ】 

 メール(info@seko-tax.com)またはホームページのお 

問い合わせフォームをご利用ください。 

 お盆休業後に順次回答させていただきます。 

 

 今月は、米原市の醒ヶ井宿の梅花藻を見に行った際に

撮影した写真を掲載させていただきます。 

 

（写真は、醒ヶ井宿の梅花藻です） 

 

 今月発行の事務所便りの内容としましては、税金より 

のピックアップとしまして、適格請求書等保存方式が 

導入されます について その１、 税金以外のテ 

ーマとしまして自己治癒力を高める方法 その５を 

書いております。 

 皆さんのご参考になれば、うれしく思います。 

 

２ 適格請求書等保存方式が導入されます につ

いて その１ 

 

 令和 5年 10月 1 日から、複数税率に対応した消費税 

の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（い 

わゆるインボイス制度）が導入されます。 

 この方式の導入は、令和 5年 10月 1 日からですが、 

今年の 10 月 1日から「適格請求書発行事業者」への登 

録申請が始まりますので、ご説明させていただきます。 

 

Ⅰ 適格請求書等保存方式の概要 

 

問 1 令和 5年 10月 1日から導入される「適格

請求書等保存方式」の概要を教えてくださ

い。 

（答え） 

 複数税率に対応した仕入税額控除の方式とし

て、令和 5 年 10月 1 日から「適格請求書等保存方

式」（いわゆる「インボイス制度」）が導入されま

す。 

 

[１ 適格請求書発行事業者の登録制度] 

（売り手側の留意点） 

 

 適格請求書等保存方式においては、仕入税額控
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除の要件として、原則、適格請求書発行事業者か

ら交付を受けた適格請求書の保存が必要になりま

す。 

 適格請求書を交付しようとする課税事業者は、 

納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業 

者の登録申請書（以下「登録申請書」といいま 

す。）を提出し、適格請求書発行事業者として登録 

を受ける必要があり、税務署長は、氏名又は名称 

及び登録番号等を適格請求書発行事業者登録簿に 

登載し、登録を行います。 

 

 また、相手方から交付を受けた請求書等が適格 

請求書に該当することを客観的に確認できるよ 

う、適格請求書発行事業者の情報については、国 

税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サ 

イト」（令和 3 年 10月運用開始予定）において公 

表されます。 

適格請求書とは、次の事項が記載された書類（請 

求書、納品書、領収書、レシート等）をいいま 

す。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登

録番号 

② 取引年月日 

③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨） 

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜

き又は税込み）及び適用税率 

⑤ 消費税額等（端数処理は一請求書当たり、税

率ごとに１回ずつ） 

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

  

 

（写真は、醒ヶ井宿の梅花藻です） 

 

【２ 適格請求書の交付義務等】 

 

 適格請求書発行事業者には、国内において課税

資産の譲渡等を行った場合に、相手方（課税事業

者に限ります。）から適格請求書の交付を求められ

たときは適格請求書の交付義務が課されていま

す。 

適格請求書の交付義務免除 

 

 適格請求書を交付することが困難な以下の取引

は、適格請求書の交付義務が免除されます。 

①  3 万円未満の公共交通機関（船舶、バス又は

鉄道）による旅客の運送 

②  出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品

等の販売（出荷者から委託を受けた受託者が卸

売の業務として行うものに限ります。） 

③  生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森

林組合等に委託して行う農林水産物の販売（無

条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を

特定せずに行うものに限ります。） 

④  3 万円未満の自動販売機及び自動サービス機

により行われる商品の販売等 

⑤  郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サー

ビス（郵便ポストに差し出されたものに限りま

す。） 

 

 

（写真は、醒ヶ井宿の梅花藻の花です） 

 

【３ 仕入税額控除の要件】 

（買い手側の留意点） 



 

 適格請求書等保存方式の下では、一定の事項が

記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控

除の要件となります。 

帳簿の記載事項 

 

 保存が必要となる帳簿の記載事項は、以下のと

おりです（現行と同様）。 

①  課税仕入れの相手方の氏名又は名称 

②  取引年月日 

③  取引内容（軽減税率の対象品目である旨） 

④  対価の額 

請求書等の範囲 

 

 保存が必要となる請求書等には、以下のものが

含まれます。 

①  適格請求書又は適格簡易請求書 

②  仕入明細書等（適格請求書の記載事項が記載

されており、相手方の確認を受けたもの） 

③  卸売市場において委託を受けて卸売の業務と

して行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同

組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡に

ついて、委託者から交付を受ける一定の書類 

④  ①から③の書類に係る電磁的記録 

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合 

 

 請求書等の交付を受けることが困難な以下の取

引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められ

ます。 

①  適格請求書の交付義務が免除される前記２

（適格請求書の交付義務免除）①④⑤に掲げる

取引 

②  適格簡易請求書の記載事項（取引年月日を除

きます。）を満たす入場券等が、使用の際に回

収される取引 

③  古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む者

が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産

を取得する取引 

④  適格請求書発行事業者でない者から再生資源

又は再生部品（棚卸資産に限ります。）を購入

する取引 

⑤  従業員等に支給する通常必要と認められる出

張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課

税仕入れ 

 

 

（写真は、醒ヶ井宿の梅花藻です） 

 

【４ 免税事業者からの課税仕入れに係る経過措

置】 

 

 適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者

や消費者など、適格請求書発行事業者以外からの

者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額

控除を行うことができません。 

 ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載

された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を

受ける旨を記載した帳簿を保存している場合に

は、次の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相

当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過

措置が設けられています。 

 

期間 割合 

令和 5年 10月 1日から  

令和 8年 9 月 30日まで 

仕入税額相当額

の 80％ 

令和 8年 10月 1日から  

令和 11 年 9 月 30日まで 

仕入税額相当額

の 50％ 
 

 

【参考文献】 

・国税庁発行 「消費税の仕入税額控除の方式として適

格請求書等保存方式が導入されます」 

・国税庁発行 「消費税の仕入税額控除制度における適

格請求書等保存方式に関する Q&A」 

 



３ 自己治癒力を高める方法 について その５  

 

「食」「健康」「ストレス緩和」「癒し」に関連したテーマ

について毎回書いていくことにしております。 

 今回は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い病院

にて診察を受けること自体がリスクになるため「自己治

癒力を高める方法」をご紹介させていただきます。 

 

参考文献には、 

１．便秘にはくれぐれも気をつけよう 

便秘そのものが格別悪いということではありません

が、便秘が起こる食生活は好ましくありません。常習

的に便秘があるということは、消化、吸収、排泄のプ

ロセスが円滑でないことの指標ですので、それが問題

です。また、ストレスが原因で便秘が常習化する場合

も多々ありますので、そのあたりの留意も必要です。 

  便秘は腸内環境を測る１つのバロメーターなのです。

体重チェックと体脂肪チェックが有効です。 

 

２．ベースサプリメントを上手に用いる 

  栄養に留意しながら食事を摂っていても、昨今の食

材そのもののカロリーに占める栄養が低下していること

もあって、どうしても十分な栄養を摂ろうとすると、カ

ロリー過多になる傾向があります。 

 手間や食材費など、コストパフォーマンスを考える 

と、むしろ天然サプリメントを活用した方が現実的かも 

しれません。 

 サプリメントは天然由来がいいとされていますが、な

ぜなのでしょうか。それはファイトケミカルなど、ビタ

ミンなどが吸収されたり体内で働く場合に必要な超微量

成分（その多くはファイトケミカルといいますが）が含

まれているからです。これがなければサプリメントも出

来損ないの薬と同じとなりますので、「百害あって一利

なし」ということになります。 

 

３．気がついたら、ときどき爪モミ 

 爪モミには、自律神経のバランスとリズムを整える効

果があります。 

 やり方はしごく簡単で、両手（できれば両足も）の各

指の爪の生え際あたりを片一方の親指と人差し指ではさ

んで少し強く揉むだけです。挟む強さは少し痛みを感じ

る程度で、時間は 10秒くらい、回数は１日に 10 回ぐ

らいを目安に行うことをお勧めします。 

 

今回は、新型コロナウイルス感染症に罹患するリスク

を少しでも下げるために自己治癒力を高める方法ついて

取り上げさせていただきました。 

 

【参考文献】 

・９割の病気は自分で治せる 著者 医学博士 岡本裕 

 発行所 中経出版 

 

４ 編集後記 

  

 ４月に米原市の醒ヶ井宿に観光に行った際に綺麗な梅

花藻を見ていたのですが、その時は梅花藻の花が咲いて

いなかったので、花が咲いているところを見てみたいと

思っておりました。 

 ネット検索しておりましたら、今が梅花藻の花の見頃

との情報がありましたので、日中の暑さがまだマシな午

前中に見に行ってきました。今号はその際に撮影した写

真を掲載させていただいております。 

 梅花藻の花は、小さくてスマホの写真では綺麗には見

えないかもしれませんが、小さくて白い花がたくさん咲

いており、とても綺麗でした。 

 まだ梅花藻の花が咲いているところを見たことがない

のでしたら、見に行かれることをお勧めいたします。 

 

 

 

今月も最後までお読みいただきありがとうございまし 

た。 


